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◆スローガン

年末の交通事故防止運動

2月 11日 (金)から20日 (日 )までの 10日 F85

「 無事故で年末 笑顔で新年 」

◆重 占
小

1。 飲酒運転の根絶

☆「これ<らいなら」、「少 しの距離だから」という安易な気持ちが、一生かかつて

も償えない悲惨な事故を引き起こしますので、飲酒運転は絶対にやめましょう。

☆飲酒を伴う会含等には自動車を運転したり、

自転車に乗つてい<のをやめましょう。

☆車両を運転する人には、絶対に酒類を提供

しないようにしましょう。

☆ 自転車の飲酒運転

自転車の飲酒運転の罰貝」は酒酔い運転の場合のみ。

罰貝」の内容は 5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金となり獣す。く

3年以内に2回以上<り かえすと自転車運転講習の受講が命 じら

れる危険行為の一つに「酒酔い運転」があります。

自転車の「酒酔い運転」で検挙された運転者が自動車免許を保有

している場合、自動車運転免許まで影響が及もヽ可能性があります。

☆ 飲 酒 後 の 歩 行 者

道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度に    一

6ヽ らつくことは禁止されています。

また、道路において交通の妨害となるような方法で寝そべり、  ■

すわり、 しゃがみ、または立ちどまつていることも禁止されて  ■|

います.

※神奈川県内で令和元年中、道路に横になってしヽたことが     ■ |
原因となる交通事故が22件ありましたc             ■

夜間は、自動車の上向きライトを効果的に使用し、

泥酔者なども含め路上のあらゆる危険を早期に発見する必要があります。

※ 鵡2月は、「飲酒運転根絶強イじ月間」です。

「乗る人に 飲讚せるあなたも 犯罪者』

裏面もあります→



2。 歩行者 (特に高齢者)と自転車の交通事故防止
☆横断歩道における歩行者優先を徹底 しましょう。

☆夜間のタト出には目につきやすい「明るい服装」や「反射材Jを身につけましょう。

☆自転車の夜間走行時は、前照灯を点灯 し、「反射材」を効果的に活用 しましょう。

※ 神奈川県内で自転車に乗る方は「自転車損害賠償

責任保険等」へのカロ入が義務付けられています。

まずはご自身が加入している保険等で自転車利用

時の事故による損害が補償されているかを確認し

ましょう。

3。 全ての座席のシー トベル トと
チャイル ドシー トの正 しい着用の徹底

☆全ての座席のシー トベル トとチャイル ドシー ト着用の

必要性と効果について家族で話 しあい、正 しい着用の実践と

その習慣づけを図りま しょつ。

知っていますか ?歩車分離式信号機

横断中の歩行者 と右左折中の車両との衝突事故を防止 し、横断歩行者の安全を

最優先に配慮するため、歩行者 と車両とが交錯 しないように告1御 された信号機

のことで、「歩車分離式」と表記された補助板が設置されています。

ここに注意しましょう !

☆車両用信号機と歩行者用の信号機が同時に青になりません I

信号が青か ら黄色 (歩行者用信号機は青の点滅)に変わるタイ

ミングで、交差点へ無理に侵入することはやめましょう !

☆藤沢市内には斜め横断ができる「スクランブル交差点」はあり

ません !

☆歩行者は歩行者用の信号機を確認 し、必ず左右の安全確認を行

しヽ進みま しょう。

☆自転車は原則、車両用信号機に従しヽま しょう。

※「歩行者・自転車専用」の補助板がある場合は歩行者用信号機

に従います。

※歩行者用信号機が青になっているときに急に車道から歩道に

入ると、歩行者との接触事故が起きやすくなります。 (右図参照)

また、歩道では歩行者優先です。
(危険な進路変更の例 )

年末の交通事故防止運動の詳しい取組は、藤沢市の HPで開覧できます。

http://Ⅶwvv.city.fuiiSawa.kanagawa.ip/bouhan/index.shtrYll
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